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沖縄県医師工

都道府県医師会

感染症危機管理担当理事

 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」
 第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等の一部改正について

殿

 麻しんの検査診断につきましては、平成2 2年 11月 17 日付(地Ⅲ143)に

 より、地方衛生検査所及び保健所等が連携して、麻しん患者の発症早期に検体

 を可能な限り確保し、遺伝子検査を実施するとともに、医療機関に対して感染

 症法に基づく麻しん患者の発生の届出と併せて患者の検体の提出をお願いして

 いるところです。

 しかし現在の届出様式では、発熱または発疹出現からどの程度の日数で検体

 が採取されたかが把握できず、得られた検査結果の正否の判断ができない状況

 であることから、麻しん患者か否かをより精緻に判断出来るよう、届出様式の

 項目が追加されるとともに、その他の感染症についても事実上実施出来なくな

 つた検査方法の変更や、最近の知見から診断方法として認められると判断され

 た検査方法、検査材料等を追加することについて、「感染症の予防及び感染症の

 患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届

 出の基準等について」の一部を改正し、平成23年4月 1日より実施されるこ

 ととなりました。
 つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうぇ、貴会管下

 郡市区医師会、関係医療機関等に対する周知方について、ご高配の程よろしく
 お願い申し上げます。

 仕也Ⅲ217)

 平成2 3年3月 7 日

日本医師会感染症危機管理対策室長

 保坂シゲリ

 ゞ OU
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社団法人日本医師会
感染症危機管理対策室長

 ＼・〆＼

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項
 及ぴ第14条第2項に基づく届出の基準等の一部改正にっいて

 標記にっいて、今般、別添(写)のとおり、各都道府県、政令市及び特別区衛生主
 管部(局)長あて通知したところであります。
 つきましては、都道府県医師会及び貴会会員ヘの周知にっいて、特段のご配慮方よ

 ろしくお願いいたします。

 ,,又

 健感発0304第

 平成23年 3月

 1ぢ

 4日

厚生労働省健康局
結核感染症課

廊塑削鄭渚
一庸百譜
酢駆繹癒
譯需幽妥



 "ー^  (局)長殿

 ＼'゛ゞ又、

i'

 「感.染症の予防及び感染症の患者に対する医療に.関する法律」第.12'条第'1項
 及ぴ第1.4条第.2・項.1.こ基づく届出の基準等の'一部改正について

 日頃よ.叺感染症,対策に関し、ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 麻しん対策については'、f麻しんに関する特定感染症予防指金十(平・成19年12月28日厚生、
 労働省告示第442号)」に基づき、平成24年まで.に麻しんを排除す.ることを目標として取り
 組X,でおι火その'一環として、平成22年11'月1.1'日付け厚生労働省健康局結核感染症課通
 知「麻しんの検.査診断1.こついで」・によ'駅麻しん患者の遺伝子検査の実施をお願し>してい
 る.ところですが'現在・の届出様式で.は、'発熱または発疹出現から・どの程度の日数で
 検体が採取ざれたかが把握できず、得られた検査結果の・正否の判断ができない状況
 です。,これを丑沓まえ届出様.式に項目を追加しイ麻・しん患者か否かを、より.精緻に判
 断出来るように.変更することとしました。

 また、梅毒の.tpHA '1 gM検査,等L,試薬の入手が出来ないこと・により事実上実
 施出.来なくな.つだ検査方法の変更や、回帰熱等、最近の知見から診断方法として認
 められると判断された検査方法、検査材料等.にっいて、追加することとしました。

 以上にっいて、.「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12
 条第'1項及.び第14条第2項に基づく届出の基準等にっいて」(平成18年3 月 8日.付
 け健感発第'0308001.号伺職通知。以下「通知」という。)の一部を別添新旧対照表
 のとおり改正すること.と'しだので管内の関係機関等に対する周知方よろしくお取
 リ・計らい願し,、ます。なお、本改正に?いては平成23 年4・月 1 日より実施し.、たしま
 す。

 健感発0304第

 平成23年・ 3月

 「.三巡サ=、仔1、リ

 ーー・ーヤー

 1号

 4.日



別紙

 第1 (略)

 第2 (略)

 第3 (略)

 第4 三類感染症
 1及び2 (略)

 3 腸管出血性大腸菌感染症
 (1)及び(2)(略)
 (3)届出基準

 ア~ウ(略)
 工感染症死亡疑い者の死体

 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、
 腸管出血性大腸菌感染症により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1
 項の規定による届出を直ちに行わなけれぱならない。

 医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準

 医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に.届け出る基準新旧対照表新

血清

 分何隹・伺定による病原体の検出、かっ、分航菌における徐の
 ①、②いずれかによるベ口毒素の確認
 ①毒素産生の確認
 ②PCR法等による毒素遺伝子の出
 ベ口毒素の検出(HUS発症例に限る)

別紙

 0抗原凝集抗体又は抗ベ口毒素抗体の検出(HUS発症例
 に限る)

 第1 (略)

 第 2・(略)

 第3 佃割

 第4 三類感染症
 1及び2 (略)

 3 腸管出血性大腸菌感染症
 (1)及び(2)(略) 、

 (3)届出基準
 ア'~ウ佃各)
 工感染症死亡疑い者の死体

 医師は、(2)の賄床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、
 腸管出血性大腸菌感染症により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1
 項の規定による届出を直ちに行わなければならない。

検査方法

 医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準

検査材料

旧

、

便

検査材料

、

便

i

血清

 分航・同定による病原体の検出、かつ、分離菌における次の
 ①、②いずれかによるベ口毒素の確認
 ①毒素産生の確認
 ②PCR,法による毒素遺伝子の1 出
 ベ口毒素の検出(HUS発症例に限る)

 0抗原凝集抗体又は抗ベ口毒素抗体の検出(HUS発症例
 に限る)

1

検査方法



 4~5 (略)

 第5 四類感染症
 1~フ(略)

 8 回帰熱
 (1)及び(2)(略)
 (3)届出基準

 ア~ウ(略)
 工感染症死亡疑い者の死体

 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、
 回帰熱により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届
 出を直ちに行わなければならない。

 分籬・同定による病原体の検出

 暗視野顕微鏡下鏡検による病原体の検出

 蛍光抗体法による・末梢血スメ.アの観察によ
 る病原体の抗原の検出

検査方法

 PCR法による广

 (略)9 ~ 1 8

 19 つつが虫病
 (1)及び(2 )(略) J

 (3)届出基準
 ア~ウ(略)
 工感染症死亡疑い者の死体

 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、
 つつが虫病により死亡したと疑われる場合には、法第1.2条第1項の規定によ
 る届出を直ちに行わなければならない。

 の遺伝子の出

 (略)4~5

 第5 四類感染症
 1~フ(略)

 血液(発熱期)

 8 .回帰熱
 (1)及び( 2)佃各) 、

 (3)届出基準
 ア~ウ佃各)
 工感染症死亡疑い者の死体

 医師は、(2)の臨床的特徴を有.する死体を検案した結果、症状や所見から、
 回帰熱により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届
 出を直ちに行わなければならない。

検査材料

 分離゛同定による病原体の検出
 暗視野顕微鏡下鏡検による病原体の検出

 蛍.光抗体法による末梢血スメアの観察に
 よる病原体の抗原の検出

 9~ 1 8 (略)

検査方法

 19 つつが虫病

 ( 1)及び( 2)'(略)
 (3)届出基準

 ア~ウ佃各)
 工感染症死亡疑い者の死体

 医師は、.(2).の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、
 つ0が虫病により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定によ
 る届出を直ちに行わなければならない。

 血液(発熱期)

2

検査材料



 分離・同定による病原体の検出

 PCR法による病原体の遺伝子の検出

 間接蛍光抗体法又は間接免疫ペルオキシダ
 ーゼ法による抗体の検出(1瓦M抗体の検
 出叉はペア血清による抗体陽転若しく,は
 抗体価の有意の上昇)

検査方法

 1 9~ 3 1 (略)

 32 発しんチフス
 (1)及び(2)(略)
 (3)届出基準

 ア~ウ(略)
 工感染症死亡疑い者の死体

 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、
 発しんチフスにより死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定に
 よる届出を直ちに行わなけれぱならない。

 血液工痘型^

検査材料

血清

 分籬・'同定による病原体の検出

 PCR法による病原体の遺云子の出

 補体結合反応又.は間接酵素抗体法に
 よる抗体の検出

 3 3 ~3 5 (略)

 36 ライム病
 住)及び(2)(略)
 (3)届出基準
 ア~ウ'(略)

検査方法

 分能,同定による病原体の検出

 PCR法による病原体の遺伝子の検出

 間接蛍光抗体法又は間接免疫ペルオキシダ
 ーゼ法による抗体の検出(1ΞM抗体の検
 出又はペア血清による抗体陽転若しくは
 抗体価の有意の上昇)

血液病理組織

検査方法

検査材料

 1 9~ 3 1 (略)

 32 発しんチフス

 (1)及び(2 )(略)
 ( 3)届出基準

 ア~ウ佃各)
 工感染症死亡疑レ.)者の死体

 医師は、(2)の.臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、
 発しんチフスにより死亡したと疑われる場合には、法第1.2条第1項の規定に
 よる届出を直ちに行わなけれぱな.らない。

血清
血清

検査材料

血液

血清

 ー、゛

 分隣・同定による病原体の検出

 補体結合反応又は間接酵素抗体法
 による抗体の検出

 3 3~3 5 佃御

 3 6,'ライム病
 (1)及び( 2 )(略)
 (3)届出基準
 ア~ウ.価割

検査方法

3

血液

検査材料

 ゙ .



 工感染症死亡疑い者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、

 ライム病により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による
 届出を直ちに行わなければならない。

 分雛・同定による病原体の検出

 PCR法による病原体の遺五子の出

 3 7~4 2 (略)

 第6 五類感染症
 1~3 (略)

 4 クリプトスボリジウム症

 (1 ン及び( 2 )'(略)
 (3)届出基準
 ア(略)
 イ感染症死亡者の死体

 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、
 クリプトスポリジウム症が疑われ、かつ、炊の表の左欄に掲げる検査方法によ
 リ、クリプトスポリジウム症によ.り死亡したと判断した場合には、法第12条
 第1項の規定による届出を7日以内に行わなけれぱな.らない。

 この場合において、検査材料はイ同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それ
 ぞれ伺表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。

 W郎t'rn Blot 法による抗体の検出

検査方法

 紅斑部の皮膚、髄液く闇膜炎、
 脳炎の場合)

検査材料

血清

 こ工  感染症死亡疑い者の死体
 医師は、(2)の臨.床的特徴を有する死体を,検案した結果、症状や所見から、

 ライム病により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による
 届出を直ちに行わなければならない。

 鏡検による原虫(オーシスト)の証明による病原体の検出

検査方法

 酵ハ抗本法又はイムノクロ.マト法による病原体r原の出

 PCR法による病原体の遺広子の

 分籬・伺定による病原体の検出

検査方法

 3 フク)4 2 (略)

 第6 五類感染症
 1~3 佃割

検査材料

 Weste功肘ot法による抗体の検出

検査方法
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 クリプトスボリジウム症

 (1)及び( 2)(略)
 (3)・届出基準
 ア(略)
 イ感染症死亡者の死体

 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体'を検案しだ結果、症状や所見から、
 クリプトスボリジウム症が疑われ、かつ、炊の表の左欄に掲げる検査方法によ
 リ、クリプトスポリジウム症により死亡したと判断した場合には、法第12条
 第1項の規定による届出を7日以内に行わなけれぱならない。

 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごどに、それ
 ぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。

 紅斑部の皮膚、髄液(礎膜炎、
 脳炎の場合)

検査
材料

便

血清

便

検査材料

 鏡検による原虫(オーシスト)の証明による病原体の
検出

4



 5 ,(略)

 6 劇症型溶血レンサ球菌感染症
 ( 1)~(3,)(略)
 (4)届出に必要な要件(以下のアの(ア)及ぴ(イ)かうイを満たすもの)

 ア.(略)
 イ病原体診断の方法

 分籬・同定による病原体の検出

 フ(略)

 8 ジアルジア症
 (1)及び(2)(略)
 (3)届出基準

 ア.(略)
 イ感染症死亡者の死体

 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見か,ら、
 ジアルジア症が疑われ、かつ、炊の表の左欄に掲げる検査方法により、ジアル
 ジア症により死亡し・たと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届
 出を7日以内に行わな.けれぱならない。

 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それ
 ぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。

検査方法

 通常無的な部立
 胸水腹水)、生
 創、壊死軟部組織

検査材料

 5.佃各)

 6 劇症型溶血レンサ球菌感染症
 ( 1)~(3 )(略)
 (4)届出に必要な要件(以下のアの(ア)及び(イ)かっイを満たすもの)

 ア(略)
 イ病原体診断の方法

J

 血液、髄液
 組、

 顕微鏡下でのジアルジア原虫の証明

 手'

酵素
丁

 る病
P CR

検査方法

 法又はイムノ・クロマト法によ

 による广体の遺伝子の出
の

出

 7 佃制

 8 ジアルジア症

 ( 1')及び(2 )'(略)
 (3)届出基準

 ア(略)
 イ感染症死亡者の死体

 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、
 ジアルジア症が疑われ、かっ、欧の表の左欄に掲げる検査方法により、ジアル
 ジア症により死亡.したど判断した場合には、法第12条第1項の規定による届
 出を7日以内に行わなけれぱならない。

 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それ
 ぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。

 分難・同定による病原体の検出

 検査.方法

 便、十二指腸液、胆汁

検査材料  便、'十二指腸液、胆汁

 血液、壊死軟部組織

検査材料

/

検査材料

 顕微鏡下でのジアルジア原虫の証明
5
検査方法



 9及び1 0 (略)

 11 梅毒
 (1)及び(2)(略)
 (3)届出基準

 ア及びイ(略)
 ウ感染症死亡者の死体

 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、
 梅毒が疑われ、かつ、汰の表の左欄に掲げる検査方法により、梅毒により死亡
 したと判断した場合には、法第12条第1・項の・規定による.届出を7日以内に行
 わなけれぱならない。

 二の場.合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ビとに、そ
 れぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いる.こと。

 パーカーインク法による病原体の検出

 ・以下の①と②の両方に該当する場合
 ①カルジオリビンを抗原とする以下のいずれ
 かの検査で陽性
 ・ RPR力ードテスト、凝集法、ガラス板法

 ②Z palh'd如を抗原とする以下のいずれかの
 検査で陽性
 ・ TPH・A法、 FTA-AB S法

、

検査方法

 先天梅毒は、下記の5つのうち、いずれかの要件をみたすものである。

 9及び10 佃御

 11 梅毒
 ( 1 )'及ぴ( 2 )'佃各)
 (3)届出基準

 ア及びイ佃御
 ウ感染症死亡者の死体

 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、
 梅毒が疑われ、かつ、'次の表の左欄に掲げる検査方法により、梅毒により,死亡
 したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行
 わなければならない。

 との場合に浦いて、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、そ
 れぞれ同表の右欄に定めるものの.いずれかを用いること。

 母体の血清抗体価に比して、児の血清抗体価が著しく高い場合
 血清抗体価が移行抗体の推移から予想される値を高く超えて持続す
 る場合

ウ r

 発疹(初期硬結、硬
 性下痔、肩平コンジ
 ローマ、半胡莫疹)

 早期先天梅毒の症状を呈する場合
 晩期先天梅毒の症状を呈する場合

検査材料

 alh'd卯をrハとする IM抗体陽性

血清
血清

 パーカーインク法による病原体の検出

 ・以下の①と②の両方に該当する場合
 ①カルジオリピンを抗原とずる以下のいずれ
 かの検査で陽性
 ・ RPR力ードテスト、凝集法、ガラス板法

 ②Z palh'血mを抗原とする以下のいずれかの
 検査で陽性
 ・TPHA法、 FTAサABS法

検査方法

 先天梅毒は、下記の5うのうち、いずれかの要件をみたすものである。
 ア母体の血清抗体価に比して、児の血清抗体価が著しく高い場合
 イ血清抗体価が移行抗体め推移から予想、ざれる値を高く越えて持続す

 る場合

 ウ1:旦亘ム^抗体陽性
 工早期,先天梅毒の症状を呈する場合
 オ晩期先天梅毒の症状を呈する場合

 発疹(初期硬結、硬
 性下摘、肩平コンジ
 ローマ、半舗莫疹)

6

検査材料

ア
イ

 工
オ



 1 2~ 1 4 (略)

 14- 2 風しん

 (1)~(3')(略)
 (4)届出のために必要な要件

 ア(略)
 イ臨床診断例

 届出に必要な臨床症状の3つすべてを満たす、もの。

 届出に必要な臨床症状
ア

イ

 全身性の'小紅斑や紅色丘疹

ウ

発熱

 届出に必要な病原体診断

 リンパ節腫脹

 分離・同定による病原体の検出

 検体から直接のPCR法による病原体の
 遺伝子の検出
 抗体の検出(1宮M抗体の検出、ペア血
 清での抗体陽転又は抗体価の有意の上
 昇)

 14- 3 麻しん
 ( 1)~(3 )(略)
 (4)届出のために必要な要件

 ア及びイ.(略)
 ウ修飾麻しん(検査診断例)
 届出に必要な臨床症状の1つ以上を満たし、かつ、届出に必要な病原体診断の
 いずれかを満たすもの。

検査方法

 1 2~ 1 4 (略)

 14一乞風しん

 ( 1)~( 3)(略)
 (4)届出のために必要な要件

 ア印各)
 イ臨床診断例

 届出に必要な臨床症状の3つすべてを満たすもの。

 咽頭拭い液、血液、髄液、
尿

検査材料

血清

 届出に必要な臨床症状
ア

イ

 全身性の小紅斑や紅色丘疹

ウ

発熱

 届出に必要な病原体診断

 リンパ節腫脹

 分雛・.同定による病原体の検出

 検体から直接のPCR法による病原体の
 遺伝子の検出
 抗体の検出(1名M抗体の検出、ペア血
 清での抗体陽転又は抗体価の有意の上
 昇)

 14- 3 麻しん
 (1)~(3)(略)
 (4)届出のために必要な要件

 ア及びイ(略)
 ウ修飾麻しん(検.査診断伊D
 届出に必要な臨床症状の1つ以上を満たし、かつ、届出に'、要な病原体診断の
 いずれかを満たすもの。

検査方法

7

 咽頭拭い液、血液、髄液

検査材料

血清



 届出に必要な臨床症状
 ア麻レんに特徴的な発疹

 イ発熱

 ウ咳嫩、鼻汁、結膜充血などのカタル症状

 届出に必要な病原体診断

 分籬・同定による病原体の検出

 検体から直接のPCR法による病原体の遺伝子
 の検出

 1 5 ~ 3 7 (略)

 38 マイコ.プラズマ肺炎
 ( 1 )~、( 3 )(略)
 (4)届出のために必要な検査所見

 抗体の検出(18M抗体の検出、ペア血浩での
 抗体陽転又は抗体価の有意の上昇)

検査万法

 分酢・同定による病原体の検出

 PCR法又は'LAMP法による病原の遺伝子の

 抗体の検出
 (ペア血清による抗体陽転又は抗体価の有意の上

 昇、又は単一血清で間接血球凝集抗体価320倍
 以上、補体結合抗体価64倍以上、ゼラチン粒子
 凝集抗体価320倍以上、若しくは 18M抗体の
 検出(迅速診断キット))

検査材料

 咽頭拭い液、
 血液、・舶液」
尿

検査方法

 3. 9 ~4 3 (略)

 第7 (略)

 別記様式1- 1~3

血清

 届出に必要な臨床症状
ア

 イ発熱

 麻しんに特徴的な発疹

 ウ.咳嫩、鼻汁、結慎充血などのカタル症状

 届出に必要な病原体診断

〆  分離'・同定による病原体の検出

検査材料

 気道から採取
 された検体

 2 、(略)

 検体から波接のPCR法による病原体の遺伝子
 の検出

 1 5 ~ 3 7 佃各)

 38 マイコプラズマ肺炎
 (1)~(3)佃各)
 (4)届出のために必要な検査所見

 抗体の検出(18M抗体の検出、ペア血清での
 抗体陽転又は抗体価の有意の上昇)

血清

検査方法

血清

 分離・同定による病原体の検出

 抗体の検出
 (ペア血清による抗体陽転又は抗体価の有意の上

 昇、'又は単一血清で間接血球凝集抗体価320倍
 以上、補体結合抗体価64倍以上、ゼラチン粒子
 凝集抗体価320倍以上イ若しくは,1巳M抗体の
 検出(迅速診断キット))

J

検査材料

 咽頭拭い液、
 血液、髄液

検査方法

 (略)3. 9~ 4 3

 第7 (略)

 別記様式1

血清

8

 (略)1~3-2

検査材料

 気道から採敢
 された検体

出



 別記様式3-3

 別記様式3-3

 都道府県知亭.(保健所設置市・特別区長)毅

 の捜定により、以ゞのとおり届け出る.

の

 '投轟の予防及び感染症の愚者に対,る笹療に関サるf去倖第,2条第,頃(伺条第6項において串用する培者を含む..)

 長易^ 出血性大腸菌感染症発生届

1

 ・患者^例)
 診断(換案) Lた者(,E体)の

2

当工宅脅氏名

7

上

当該窄性所

8

 6. 13力、ら 17糊ぱ卑散、鼻月日を言己入寸る二と,
 (卑)欄は.癒膚(砿,宅例)を診断」た場合のみ記ノ、すること.

る

話

当詮者所在地

 ・無症状欄暉は保有者

9

保護壷氏名

 .(※病院・診療所に従亭Lていない医師1=あっては、モの住所・電話番号を記粧)

Ⅱ

の

 '駿痛
 ・唖吐

 ・急性腎不全

 ・そ咽也〔
 ・なL

の

 31生卸1
 男.,;

 ・感象症子E亡暑の死休

 4 生年月日

 ,7k様性下痢・血便
 ・溶血住貧血 ・究舶

 ・消血性尿狗.走症候群(HU$)
 ・昏腫

 ・分縦・伺定による病」酢休の嬢出、かつ、分離苗における
 次0>抑.勃いずれ力、「こよるペ口毒素の確認
 (d^度生卿POR怯詳による毒素遺伝于)
 検体:便・モの他(
 0血1賣聨τ 0(  )・井ミ明
 H血1青群IH(.)'芥:明'
 ペ口痴窯:Ⅵ'1Ⅵ'之,Ⅵ'1 ・Ⅵ'ユ・Ⅵ'(型才t朋)

 ・便でのペ口嵩素の挫出
 (HUき発皇例に阻る)

 ・血賓での0抗噴誕集杭休又1ネ抗ベ口毒幣抗体の扶出0IUS
 髭症例に隈る)

 ・その他の方生(
 検休【
 縮集(

 「0

年

保謹宅住所

月

 ・感,n提死亡疑L崎の死体

日

 6診断時の年肯れm削ネ月剛

 (9、10は血者力妹法嫁の堪合の"記コ、)

 〔箸名又は記名押印の二と)

 別記様式3

ノ

 貴1舌{

 マ3

14

16

 ,日

 ヨ7

 「8

 か貞)

 需1舌(

 扣n会年月白,_
 訟断(検業ι潤)郵月日
 感染Lたと推定される年月日

 興病年月日(.)
 死亡年月日{・.,

白

 a鴻染啄因・感染経路(Ξ遼定・;睦定)

 1 経口感鼎(飲食物の穩顛・状況」

 之 1壷触感染(拡雌Lた人・物の1重類・状況1

 9 鵬力物・蚊・毘虫等からの感染(動物・蚊・毘虫等の種畑・
 状況:

 4 モの他{

 感染値因・感皇経Ξ各・感染1也1脆

 呂11ミ己様式3 - 3

6

 電話(

 Cι. 3, 11.12,18欄は悲当ずる番号等を0で囲み. 4,
 (難)掴は、死亡雪を換案した場音のみ記入すること,

 11, 12崩は、該坐,'るものすぺてを記敢一'ること.)

 別記様式3「4 (略)

3

当詰者駐業

 都道府県知裏(保健所設遣市・特別区長)殿
 悪染症の〒防及ぴ賠染症の息者に対サる医疫に間オる怯律算12条鯏1項(向条第6項に'おいて準用する場合を含む)
 の規定により、'以下のとおり届け出る.

腸管

早成
平成
平歳

乎成
平成

出

 年.月
年

 信屠染地域(確建
 1 日本国内(

2

詳細地域

ず

 血性大腸.菌

1

 ・患脅{磯定例}
 診断(接寓) Lた令(死件コの類型

2

 モの{也感.染症のまん延の防止及び当散者の医疫のため,9

 に医師が吃咲と認める亭項

医

出叢唐氏名

 の氏名

7
 推定)
壱惜蘆府県

脚

上

 5; 10力、ら tテ棚は年齢、年月日を記入サる二と"
 '゛)欄は.患者(確定例)を診断Lた塙合のみ記入すること.

 当該煮住,叶

日

出誌岩所在地

 ・無虚状病慌休保煮者

9

保謡者氏名

 市区田井わ

 市区田1キ1)

 感、染.症

 ζ帯痢眺.診傑所1=従亭Lていない医師1巳あ0ては、モの住所.電,舌番号を加駐)

の

 ・腹抗
 ・堰吐

 ・念性管不全
 ・癌卦E
 ・壬の{也{
 ・'なL

の

 at甥1」
 男、.女

 ・感臭住子E亡宅の死休
 '生年月日

 ・コKキ革オ生下痢  ・血便

 ・発髄  ・熔血姓廿血
 ・溶血,生即.毎!室担,圭群(HU9,

 ・岱旺  ・ j」ヨ症

 ・分蹴・同定による病匝体の撞出、かう、分款mにおける
 旗のくD 儒ル、ず1功、にょるベ口癖素の砧認
 (0>嵜素産生、伽PCR1却ごよる務無造伝予)

 検体;便・.モのイ也{
 0此青群:.0〔  )・キ明
 H血」青誹: H〔  )・平朋
 ペ0毒稾:Ⅵ'1ゾ1'之, Y「1 ・V「ユ.・ VI'(型不朋)

 ,便でのペ口弄素の検出
 (HUS盛推例に娘る)

 ・血青での01見原艇無挑休又は抗ペ口籍胃杭休の接出(HUS
 ̂例に隈る)

 ・モの他の方法(
 桟休(
 轄梨(

10

発

年

 保:質老住所

生

月

 ・想染症,ε亡疑い者の死休

届

日

 5診断丑キの年酎{0嵐胡訟

 〔9、 10は庫告力^成年の場合のみ記ス)

 (署名又は記名押印のこと)

、

 鯉(

 電詰(

 ,白

 か月)

 電話.{

物診年月日
 詐断【拭業ι淘)年月日
 感疑したと措坐される年月臼
 鼻病年旦日(*)
 死亡年月B (纂)

 0!感^国・怒^路【ε金,豊・キ住定)

 1 経口感艶【畝食物の確類・状:兄:

 2 ,窒触感染(挫蝕した人・物の携顕,状況1

 3 瓢物・蚊・昆虫等からの舶染畑力物.敢.旦虫笄の糧頬.

 4 モの他(

 感染原国・感染ネ至路.感染地域

 0,ヨ,Π.12.玲楓仁t悲当する曇号等を0で囲み. 4.
 〔鞭)1罰ぱ、死亡者を換案Lた場合のみ記Aすること.

 ". 12妓」'、裁当ずるものず・こて麦1己駐オること.)

 電1舌(

6

当肢煮戦業

 別記様式3

9

乎成
早成

平成

平成
平尿

年月

 4 佃制

年

抽定
 (・

 19 モのイ也感投瘻のまん延の防止及び当該者の医似のため
 に医宜市力、必蔓と認める事項

 ・推定
圭田貧府県

国

 こ
の
届
出
は
診
断
靴
直
ち
に
行
?て
く
だ
さ
い

ι

日
佃
詳

)
)
)

日
日
日
日
日

状伐
診
断
方
怯

鰻

 一
一
の
届
由
は
診
断
佳
値
ち
に
行
ウ
て
く
だ
さ
い

 3
4
5
6
ケ

 ,
ー
ー
ー
ー

)
)
)

日
日
日
日
日

症
状
柁
診
断
方
班

 1
 
歪



 別記様式3-5

 別記様武3-5

 都道府県知事(保健所設置市・特別区長)殿

 の惣定にょり、以下の七おり届け出る.

の

 感染症の予防及び感染症のm看に対寸る医療に関寸る注倖第12条筑1墳(殉条第6頂において皐用寸る場合を含む)

 ノ、

T

 ・息者〔確定例)
 訟断(倫案) Lた者(死件コの馴聖

2

チ

当該考氏名

7

上

当設者住所

フ

8

当諒者阿港地

 ・無促状病原休保有者

自催護者氏名

ス

 (来)

 (来病院・診療所に従剛Lていない医師に畠っては、ぞの住所.電話番号を言己雌)

発

の

れ

 の冬

 0{生匁」

 ・高熱
 ・下梨
 ・創駿陣害
 ・その他【

 ・なL

生

 男・女

届

 ・感染症死亡者の死体
 4 生年月日

柁

 ・比慰的徐脈
 ・便1"

 1.0 保1隻者住所

年

 ・分離・伺定による病啄体の扶出
 検休:血}庄・骨膳夜・便・鳳・ヨ且汁・その他

 ファージ型:(

見

月

 リ弌5疹
 ・脂出血
 ・胆石.

 ・感染症死と錘ι雫の死休

日

白

 ・千の弛の力怯(
 検休(

 輔果(

 ・1卑哩

 ・崩穿孔
 ・慢1凱旦恐・炎

 6診断時の年凱10薫佳且肋

 (署后又は鵡名押印のこと)

 〔9、 10ほ患岩が朱成邦の場合のみ重己入)

 別記様式3-5

 崖(

13

14

16

 1日

 下7

 電話(

初診年月日
 診断(検案(瑚1 年月日
 鰯染したと推定される年月日
 発病年月日(*)
 死亡年月日(※)

18

 か月)

 電話(

 (1^原田,感染耀時ι確定、推定)

 1 経口忽染(飲食物の種甑,状況:

 2 1窒触感鳧(1妾触した人・物の孫頴・状況二

 G その仙(

日

 感染啄因・感染経路・感鞭"伽覗

 0. 3. 11'12.18棚は該当する番号等を0で卿み、 4
 (※)概ぱ、死亡者を検案した場合のみ記入すること,

 11、12楓は、該当寸るものすぺてを記載サること..}

6

 電工舌【

 別記様式3 - 6~4ヤフ(.略)

 別言己様式3 -5

当肢考職粂

 都道府県知事(保健所設置市・特別区長)殿

 営感染地域(確定
 1 田本国内(
 2 佃外(

群粧地域

 ノ、

 ・推定〕
都道府熱

国

 19 その他感坐佐のまん韮の防止及び当該者の催療のため
 に医師が必斐と認める亭頂

π

 ・患者(確定例)
 診断(検案} Lた看【死休)の類型

2

 5. 13から 17掴ぱ年齢、年月日を記人ずること.
 (掌)楓は、・志書'(確定例)を詐断Lた瑪合のみ記入寸る二と,

チ

当

の

7

上己

 市区町村}

当験者住所

氏名

日

フ

 当悲看アフ万在地

 .無症状病原休保有者・感染金死亡肴の死休・感染症死亡疑い者の充休

ヨ

ス

倒婁脅氏名

 所の所

発

 (※病胱.診療所に従事していない医師にあっては、モの住所.電姑醤号を記載?

Ⅱ

の

 ・高熱・比較的徐r"
 ・1卑腫・侵物
 ・下痢

 ・モの{也(

 ・なL

 3イ生匁1
 男・女

生

 難)

届

4

12

生年月日

10

 ・分意・問定仁よる病原体の検出
 検体:血液'・号棉竜液・便・尿.1旦1'十.モの他

 フ丁ージ劉:(

年
 保t童雪住所

.

月

告年

日

『

日

 ,モの他の方怯(

 拔体(
 姑晃(

 5診断時の年齡m歳は阿駒

 【9、 10ι*愚噺が朱成年の鳩含のヨ,1己J、)

 【碧名又は詑名押印のこと)

 歳{

 霊話(

 「8

初診年月日
 詑断(挫案{別)年月凹
 慈染Lたと推定される年月日
究病年月日

死亡年月日 (※)

 か月)

 a^染0乳因・配染軽覇(確定・,佳定)

 ,軽口感染仙欠食物の租票・状況:

 2 1妻触感染 4孟触Lた人・物の楓類.状況1

 3 その他.(

 圭1舌(

白

 詑刷唄国・感染経路.怨鄭剛疲

 {1. 3. 11.12.相}件1は舷当オる缶号辱を0で圓み、 4.
 【崇)棚は、'死亡矯を検案Lた場合のみ記λずること,

 It. 12横は.訣当するものすぺてをぎ己戟する二と゛)

6

 甜1舌(

当肱宅称案

 別記様式3」 6~4-フ(略)
10

 倶癌鳳地域(確定
 1 凹本国内(
 2 国タト(

詳鈿地域

 19 モの他詑染住のまん証の防止及び当該考の五俸のため
 に医ヨ市が倉英と甥める亭項

 5. 13から 17机lr才年酢、年月日を記入すること.
 (゛)描は.患者(確建例)を診断した鳩合のみ記入オること,

 市区町村)

むをお

賣

同

 昂
.す関医

す
る
封
出

 =
ナ

 羊
t 屈

 ̂ー
゛

の
お

 1圭
と

 染
の

感
下

 び
以

 防
り

 予
よ
^
1

症
定
換
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 感
の
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 こ
の
届
出
は
診
断
症
碓
ち
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さ
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(

診
断
方
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番

)
}
)
)
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日
日
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月
月
月
月
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年
年
年
年
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成
成
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成
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平
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平
平
平

診
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行
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)
}
)
)

日
日
日
白
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月
月
月
月
月
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状

年
年
与
年
年



 別記様式4-8

 別記様式4-8

 都道府県知事(保健所設置市・特別区長)殿
 感染症の予防及び感染症の恋雪に封する医疫に閻する法操駕12条鰭1項(同条第6項において準尾する場合を含む.)
 の規定により、以下の七おり眉け出る.

回

オ

 ,愚者(確建例)
 診断(検刻した者幌伽の類型

 2'当該煮氏名

 ,帋熱発

 の氏

上己

7

当熊者住雨

白

当該者所在地

 ・無症状病原休保柵者

 9 保設者氏名

生

 イ※病胱・診療所に従亭していない匠師にあ0ては、その住所.電話番号を龍載)

の

 の名

"

届

 31甥a

 地※)

 ・晃熱
 ・姑膜炎
 ・黄痘
 .心筋炎
 ・その他(

 ・なL

 男・女

 ・感染症死亡者の死体

 4 生年月白

12

 ・鴫
 ,肝腫大
 ・発疹
 ・飾出血

 10 保蛋宅住所

 ・分麗・囿定による宿啄休の検出
 検体:血液・その他{
 菌種名(

 ・暗梗墾^徹巍での鎧察による痢啄体の接出
 検体:血装・モ0X也【

 ・血在検体力、らの蛍光抗休法による拙戚体"U凧の検出
 ,検休力、ら直按の^怯による鯛啄削重伝子の検出

 検休:血櫨・そ剣也{
 ・モの他の方法(

 検休(
 結畢(

告

月

 ,出血傾向
 ・1卑匡
 ・肝橿能具常
 ・肺炎

日

 ・感染佐死亡疑t暗の死体

日

平成

 (署名又は艶名押印の;と)

 6胎断時の年齢Φ創よ月朗

 別記様式4-8

 (9、 101*愚暑力t未成年の嶋合のみ詑λ)

 1臼

14

15

16
17

 歳【

初診年月白
 診断(技案(蜘)年月日
 感染Lたと掩定される年月日

 _発病年月日(*)
 舌E亡年月日(※)

 貴1舌【

『

 か月)

18

 電話{、

 (1. 3. 11.12、18棚は該当する番号写を0で囲み、 4,
 (※)欄は、死亡者を犠棄した場含のみ記入寸る二と,

 11. 12榔は、該当するもの寸ベてを記戟サること。)

 別き己様式4-8

 易11記様式4 - 9~4- 18 (略)

 a泥剃京因・感染経路(る壹定.1佳定)

 1 動物・蚊・琵虫等からの感染(動栴・蚊・毘虫等の桂
 類'状況:

)

 2 モの他(

 感染輝因・感染経路・感染地域

6

 覚き舌(

当態岩軸樂

 都道府県知事(保健所設置市・特別区長)殿
 賠染症の予肪及び感染症の駒者に討する医療に関する法挿箔12条第1項(問条第6工頁において皐用ずる堤合を含む)
 、の規定により、以下のとおり届け出る.

 5, 13力、ら 17欄は年齢、年月日を色己ノ、ずること。
 〔*)柳は、出脅(確定例)を診断Lた場合のみ1包λする二巴、

 侃感染地域(確定
 1 日本国内(
 2 国タト(

 誹'

 1白その他感染症のまん延の肪止及び当該者の笹療のた
 めに医飾が遭運と靭める亭項

回

 推定)
都道府県

国

 ・患告(確定例)
 診断(極案)した者既体)の類型

 師の氏名

2

 5. 1aから 17燭は年酌、年月日を記入する二と.
 (*)欄は、血者(確定例)を診断Lた蠣合のみ記入すること.

帰熱

当蔽者氏名

上

7

 する姻

 当該毛住F、斤

日

 市区町村)

当該者所在地

発

 、無症状病啄体保有者・感染住死亡肴の死体・感染症死亡疑し堵の死体

0

診
 (共

保謹者氏名

生

 (※病眺・診摂所に従剛Lてし、ない庶師1=あ?ては、その住所.償話番号を蛇触)

の

 の卓

J

11

届

 31生"」

 ・発熱
 ・縮1臭炎
 ・貴痘
 ・tc、肪炎

 ,モの{也{

 ・なし

 "男・女

4

 市区町キ巾

生年月日

12

 ,咳

 ・肝腫大

 ・髭痔
 ・脳出血

10

 ・.分敵,問定による捌原休の検出
 検体:血液・モの他(
 倒1里名(

 .暗択野顯徹銑での観業による病原体の検出
 検体;φⅡ在・その他(  、)

 ・血液検体からの堂光抗休法による劇侃休抗原の検出

 ・そ切他の方1去{

 検休(
 舶果{

年

保護者住所

 .、

告

月

真凹

 ・出血傾向
 ・牌1重
 ,肝操能興常
肺炎

J

日

 【鴫名又は詑名押印の二と)

 6診断時の年酢(0端#月駒

 (9、 10は燃者力9耒成年の場合のみZ己入)

初診年月日
 診断(検案(瑚)年月日
 感染したと推生される年月白
 異病年月日(卓)
 死亡年月日(崇)

 炭ι

 量話(

 (1. 3, 11.12.18拙は該当する髮丹等を0で囲み, 4.
 (※)糊は、死亡膚妄検案した場合の゛,記ノ、寸ること.

 11. 12桐は、論当サるものずぺてを記載する二と,)

 「B

 か月)

日

 電話(

 別記様式4- 9~4- 18 (略)

 (1X廉染暇国・感染経路(確定・,住定)

 1 動物・蚊・毘虫等からの應染(動物・蚊・昆虫与の糎
 頬・状況:

 2 その{唆(

11

 感染原因・感染荘路・感染1也1或

6

 電話(

当該者聯英

 疫怨、染地域(確定
 1 田本国内(
 2 国外(
誹細地域

 コヨその他態染症のまん延の防止及び当誠者の医療のた
 めに医師力W、要と認める亭項

 二
の
届
出
は
診
断
徒
直
ち
に
行
0て
く
だ
さ
い

) 艇
,.

)
)

)
)
)

日
日
日
日
日

月
月
月
月
月

年
年
年
罪
年

症
状

成
成
成
成
成

平
平
平
平
平

診
断
方
法

 二
の
届
出
は
診
断
靴
直
ち
に
行
っ
て
く
だ
さ
い

)

3
4
5
6
7

ー
ー
ー
ー
ー

年

)
)

)
)
)
)

日
日
日
日
日

月
真
月
月
月

郭
年
年
年
年

症
状

成
成
成
成
成

平
早
平
平
平

診
断
方
法



 別記様式4」19

 別記様式4-,9

 都道府県知事(保健所設置市・特別区長)殿

 感染症の予防及び感染症の愚者に対する医療に朋する法律第12条篤1項(同条節6項1二おいて準用寸る場含を含む,)
 の規定により、以'ドのとおり届け出る魯

 七)  七)

1

 ・愚者妬害定例)
 診断(接案)した漸【託休)の頬型

2

 力ξ

勢該者氏名

7

上

虫

 当該名住,゛斤

8

病

当蝕者所在地

 ・無症状偶原体保衣者

9

保誰者氏名

発

 (鞭病院・診擦所に従序していない医師にあ0ては.モの住所・電話書号を記載)

 Fの

Ⅱ

J

生

 3t生別

 ・顯痛  ・沌酷
 ・り:,,1ξ節腫脹

 ・肺炎  '脳炎
 ・モの他(

 ・なし

 男,女

届

 ・感染症死亡者の死休
4

 ・分誠・刑定による病厚体の検出
 検体:血液・撲理組撤・モの他(

 検休力、ら庫掻の戸CR」去による病原体遺伝子の検出
 柚坤:血荻・病理組纎・モの他(

 ・剛妾徴鵬亢体生又は閻1安免疫パルオキシグーゼ生による
 血1青抗休の横出

 結果:19M才式体・ベア血1青での杭体,晶.三.
 ベコ,血'管での抗体価の有意上昇

 ・モの他の力紘 f
 検体(

 舶果(

10  保N客住FI

 ・車4し北1
 ・究疹

 ・感染症死亡艇L^の死体

日

日

早

 5診断時の年黙〔0劇#月酬

 (署名又は記名押印のこと)

 (9、 101才憩名力^成年の場含のみ武己入)

 別記様式4-19

13

 コ4

15

16

 1ツ

 歳(

初診年月白
 診断(検案【約)年月白
 感染したと推定される卑月白
 晃摘年月白【*)
 死亡年月日 C帥

 挺話(

18

 別記様式4-19

 か月)

 趙話【

 0. 3, TI.1乙 18柳1=膜当一'る響号等を0で囲"、 4.
 (崇)廟は、死亡客在検案した場合の"記入サる二と.

 11. 12掴ぱ、肢当する.のゞ'ぺてを記載すること.)

日

 d感染源因,感染軽路(硫定・推定)

 1 脚益勿・蚊・昆虫等力、らの感染(動物・蚊%臣虫等の種則・
 状況:

 2 モの地(

 感染頂因・他染経詰・1瓢卿血域

 別記様式'4 - 2 0~4- 3 1 (略)

 量話(

6

当該岩職業

 都道府県知事'(保健所設置市・特別区長)'殿

 市区町キ゛
 f含愚卿也域(確定
 1 日*国内(
 2 国ケトι

 言羊^

 rコ

 ,9 その他悪染症のまん延の防止及び当酸者の医疫のた
 めに医師力{必嬰と徒める宗項

 一コ

「
推定

 '令載道月寺県

 ・思者冊峯二宅例)
 診断(検塞)した宥(死休)の頬聖

2

 力く

 5. 13から 17棚は年齢、年月日を如入一'ること.
 ('*)桐は、血者(確定例)を診断した塙合のみ記入ずること.

 且の氏

当慈青氏名

7

上言己病

虫

 当該鬢、住F斤

8

工

 当1妄者所在地

病

9

 ・抽主状病原休保有者

 布区町キす)

保謹者氏名

発

 (※病院・診傑所に従菓Lていない医肺「=畠つては、その住所・儲話缶号を記載)

 尹の名
^

11

生

 3イ生島0

 ・顛,既  、発熱
 ・りン1(節".脹

 ・脳炎 ・肺炎

 ・モの他(

 ・なし

 抽(*)

 躬・女

届

 J゛

 ・感染,卸E亡毒の死休
4

 ・分累・向定による病啄件の検出
 検休:血'夜・その他(

 ・検休から直娃のPCR怯t=よる病原体遺伝〒の技出
 検体:血'=康.その【也,(.

 問桧蛍光抗休法又は悶援免疫ペル,キシダーゼ鴻による
 血胃杭林の検出
 結果:19M抗体,ペア"青での抗体暢転.

 ペア血青での抗休価の有竜上昇

 ・モの他の方法(
 検休{

 結果(

T0

年

,

 保班峯住P祈

 ・粥」し口
 ・発痔

月

 ,感染,主死亡疑L^の死体
日

白

平

 5診断時の年酢Φ歳は月酬

 (繼名又は記名押印のこと)

 (0、 10は患者力^成年の埋合の"記入)

E

 歳〔

物診年月日
 診断(検案(※))卑月日
 冊鍋したと推定される年月日
 髭剰年月日(*)
 死亡年月日【逃)

 電話〔

 1日

 0. 3' 11,12,18 楜「=肢当寸る番号等を0で囲み, 4.
 【崇)繊は、死亡者を検索モ,二増合のみ記入ずる二と.

 11, 12欄は、該当,'るものずぺてを記駐すること.)

 かHJ

日

 く工慈染庫因・感換蛙路【確定・,佳定)

 1 皿力物・蚊・上区虫等からの感染(動物・蚊・毘史宰の1重類,
 状,兄:

 2 その他(

 感染」爪因・感染軽蹄,愚象地域

 別記様式4- 20~4 - 3 1 (略)

 暈話(

6

 12、ー

当触雪曜鴛

 僻感染地城(石晝定
 1 日本国内(
 2 国外(

 誹'.也峨

 その1也惑染症のまん隊Φ防止及ぴ瑞該者の医疫のた19

 め1=国市が必要と詔める亭項

都道府県
国

 5. 13から 17糊は年駄、年月日を記入する二と,
 (*)榔」ネ、血者(確定例)を診断した堤音のみ記入する二と.
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 別記様式4-32

 別言己様式4-32

 都道府県知事'(保健所設置市・特別区長)殿

 感染定の〒防及び感染症の地者に対する医疫は閲する1去律筑12条第11員(伺条第6項において蹴用する場合を含む,)
 の惣定により、以下のとおり届け出る゛

発

し

,

バノ

 ,瑳者(確定例)
 紗断(接案)した零既俐の贋^

2

 ̂の

チ

当該者氏名

7

上

 当1安者住PI

る

8

フ

当諒者所在地

 ・無症状癖原休保麻者

9

ス

 (裟

保護考氏名

 (崇病院.診僚所に従案Lてい雄い医師1=あっては、モの住所・.電話番号を言己載)

の

発

Ⅱ

の

 31甥4

 ・疉軸

 ・点状出血
 ・,王諌状節
 ,モの他(

 ・なL

生

 男・女

 ・感染症チE亡者の死休

届

4

生年月日

 ・分詑・問定による病隱体の検出
 検体:血液・摘1里組纎・モの他(

 ・接体から直1圭のPOR法による病鳳僻鍾伝予の検出
 検体1血波・病理粗綴・モの他(

 ・捕休轄音反応による血胃抗体の怯出
 ,間按酵勲抗体怯による血清抗体の検出

 ・その他の方法(
 披休(
 結果(

10

年

 ・究疹

 ・幻覚
 '篇蝉降害

 保^住所

告年

月

 ・感染症死亡擬い者の死体

日

日

 市区町村)

 5診断時の年齢〔0劇胡卯

 (薯名又は記名押印の二ど)

 別記様式4-32

 (9、 10は患者力怯成年の場含の"記入)

13

14

15

16

17

釖詑年月日
 診断(桂案{※))年月日
 悠染したと捲定される年月日
 髭廟年月日(卑)
 死亡年月日{※}

 歳(

月

 電話(

 U. 3.Ⅱ.12.1B欄1*該当サる晋号等を0で圓み、 4.
 (※)棚1*、死亡貴を検案Lた場合のみ記λすること,

 ", 12楓は、依当するものすぺてを飽敦ずる二と,)

 1日

 易1恬己様式4 「, 3 2

 か月)

 儘話【

日

 呂1信己様式4- 3 3~4 - 3 5、佃御

 a)感剃京因・感靴縫路(確定・推定)

 1 勵物・蚊,鹿虫等からの醸魚【勵物・蚊・翼虫等の唖
 類・1犬'兄

 2 その他(

 感染原因・感染経路,腔染地域

 置話(

6 当戴看蹴業

 都道府県知事(保健所設置市・特別区長)殿
 應染症の予防及び感染症の怨者に対する医療「=関ずる注樟筑コ2条第1瑪(同条第6填において牢用寸る場合を含む、)
 の規定により.以下の士おり届げ出る、'

粗 月日乎成鄭

 儒癌染地堆【砧定
 1 白本国内(
 2 国夕〔

詳細地域

発

 19 モの1也鴫染症のまん延の防止及び当慈者の医療のた
 めに医師力ξ必要と認める冨項

惟定
令田亘府県

圍

し

 5. 1ユから 17欄は年酢,年月日を艶λ一、ること.
 〔申)拙ぱ、恋者(確定例)を診断Lた塲合のみ記人すること,

 人ノ

 ・悠者(〒ま定例)  _・則歪状括肺休保有肴・恋染住死亡畳の死体・岳網主死亡驍L、者の死休

 医.の氏

 詐断(検秦) Lた舌〔死体)の頚型

2

チ

当該者氏名

上言

7
 市区田1キ寸)

フ

る

当診者住所

8

 当祐看所在地'

^

ス

9

保腫者氏名

発

 ,の

 (※病暁・診疫所に従亭Lていない医師にあってぱ、モの住所.電話番号を記戴)

 0コ

Ⅱ

 在地0:0

生届

 31甥11

 ・発熱
 ・点状出血
 ・ぢ王躍状態
 ・その他(

 ・む武L

 男・女

一

4

12

庄年月日

.

 ・分雜・伺定による病慌体の蛾出
 検休:血液,モの他(

 ・,削本拡台反ルによる血管抗休の検出
 ・間接酵素抗休注による血青抗体の接出

 ・そ0>1也の方怯(
 ・検体(
 結果{

10

 ・発疹
 ・幻覚
 ・愈識陣雪

保護者住子斤

月

ヨ

 4、

 (署名文は詑名押印の二と)

 5工3断時の年酢m虹は月酬

 (9、キ 01#愚者力宅美戯年の場合のみ記1)

初診年月白
 ,(接案{※))年月日
 感染したと控定される鼻月白
 発病年月日【*)
 死亡年月臼(※)

 歳(

 (1, 3. 11.12.1g獄は酋当寸'る番号穿を0で囲み、 4
 (※)欄は、死亡者杏検案した塲合のみ詑スすること。

 '11. 12網は.'馥当寸るもの司二ベてを記戡すること。)

 電1舌(

 1日

日

 か月)

 牙1信己様式4- 3 3~4- 3 5 (略)

 質1舌(

13

 d)惑染啄因・感染綬路(確定,推定)

 1 動初,蚊・毘虫等からの感染(動物'蚊・昆虫芋の種
 頴・状況

 2 モの他{

 感染原因・感染経路.感染地域

6

 ̂舌 t

 当餓き戦藁

 平成・年月
平戒年月
平成

平年月

 偽慈染地域(砧定
 ,日本国内【

 2 国,ト'

 詳す佃抽域

 19 そのイ也感染症のまん延の坊止及び当畩者の医疫のた
 めに医師が.眞と認める序垣

推定

都道府県
国

 5. 13から 171団は年齢.年月日を記λすること.
 (*)楓は、影看(確定伊Ⅱを診断した塙合の評記入サること,

 こ
の
届
出
は
訟
断
後
直
ち
に
行
っ
て
(だ
さ
い

無

)
)
)

目
日
日
白
臼

催
状

診
断
方
法

 こ
の
届
出
は
診
断
後
儘
ち
に
行
っ
て
く
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さ
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5
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月
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 別記様式4-36

 別記様式4-36

 都道府県知事(保健所設置市・特別区長)殿

 感染圭の予防及び感染症の患者に対する医療に肌する法捧第12条第1項(同条筑6項において準用する場合を含む.)
 の規定により、以下のとおり届け出る.

 市区田件わ

1

 ・患看(砿定例)
 診断(検案)した者(死体)の類型

2

医

イ

7

の

当註者住戸折

上

厶

名

8

当舷者戸折在地

 ,無定状病啄体保有者

9

病発

保護者氏名

U

 【※病院・診療所に従事Lていない延師に島っては、その住所,電話番号を記載

 のP

 31盤1」

の

 ・1腔走1主紅駐・筋肉痛・筋肉炎
 ・髄填炎 ・溌熱

 ・劇周神軽症状・循碌雑症状
 ・慢f生萎樹生肢螺皮虐炎
 ・モの他(

 ・なし

 男,女

生

地襲

 ,感染症死亡摺の死体

4

届

生年月日

柁

 10 'イ呆1養者、住P7i

年

 ・分朕・問定による摘原体の検出
 検体:紅斑部の騰膚・倣液・その他(

 酪楓名(

 ・検体から債挫のP捌{怯による捌喉休遺伝〒の検出
 検休:キ立註部の庄膚・髄衣・モ0X也(

 ・wostom日10ミ法による血宥抗体の検出

 ・モの他の方法(
 検体(
 紬果(

月

報

 ・感染症死亡疑〔^の死休

日

月日

 5診断時の年邑ミm劇胡制

 ・関節腹張
 ・中枢井軽住状
 ・f艮症状
 ・慢性脳券戡炎
)

平成

 【9、 10「ま患者が朱成年の蠣合のみ1己入」

 (署名又は言己名押印のこ七)
印

 別記様式4-36

 歳〔

物診年月日
 詮断(披案(淘)年月日
 感榮したと雉定される'畢月日
発病年月日
死亡年月白  (来)

 電言舌(

18

 か月)

 棚舌(

 a. 3, 11、12. W網は該当司"る番号等を0で囲み、'
 (端)楓は、死亡者を検案した場合のみ記入すること,

 ",12棚は、愁当するものすべてを記載する二と.)

日

 U感劉原因・感染艇路(確定、推定)

 1 勳物・蚊・昆虫等からの感染【動物・蚊・昆虫等の裡
 類・状1兄,

 2 その他'(

 感染原因、感染緩路・惑染凱Ⅲ誠

6

 別飽様式4-36

 電話('

 牙リ記様式4- 3 7~4 - 4 2 (略)

当蝕窯雅輩

 都道府県知事(保健所設置市・特別区長)殿
 酷染症の予防及ぴ賠染症の血者に対する医療に閲する怯律鯛12条第,項【問条第6填において準用する場合を含む.)
 の親定1三より、以下のとおり届け出る。

 選琉判也域(確定
 1 日本国内(
 2 国外.〔

 詳'剛也域

推建
都道府県

国

 19 モの他感染症のまん延の防止及び当該舌の医僚のた
 めに医師が必要と1互める蹴工貝

'1

イ

 5, 13から 1了1騰は年齡.年月日を記入する二と,
 (*)期は,患者(磯定侃)を診断Lた場合のみ記λすること,

 匡の

 ,感者(舌町宅例)
 1奈断'蛙寮) Lた考ι死休〕の^吾聖

2

厶

当詰店氏名

 市区田ヰt)

7

 司一る

病発生届

当該者住所

8

 当該者F五荘地

 ・無鎧状病源休保有膚・感,染症死亡考の死は

9

保姪客氏名

 Fの

 (※摘院・診魚所に促亭していない医飾にあコ:亡は、その住所.暈話番号を記牡)

 の名

訂

 3t甥11

 ・遊走!生乱口旺・飾肉痛  ・発熱
 ・神牲症状  ・循環器症状,^艮症状
 ・杯闇"畳  ・筋肉出
 ・慢性璽描1生肢端皮層炎・憧性脳嚇髄炎
 ・モの他{

 ,なL

 男・女

4

12

,0

舳告

保塩劉住所

 ・分剤,風定による病啄はの検出
 検悼:紅座部の皮膚・肢液.その他【

 面糧名(

 ・VY03也m巳1倣怯による血1青抗体の換出

 ・モの他の方法(
 栽体{
 結星(

月

日

 ,感身症死亡疑L竜の死休
日

早居

 (珊名又は記名押印のこと)

 5診断時の年齢m劇*月體

 (白、 101=地宥力tま成年の塲合のみ記λ)

13

14

,5

1B

17

 龍(

初診罪阿日
 診断(検案【却)年月日
 感染したと擢定される年月日
 髭病年月日(*)

 死亡年月日(※)

月

 贊話(

 18 感染項因,惑染軽路,感,↓女地域

日

 か月)

^(

 {1, 3, 11.1?,1息,畑は該当する毒号等を0で囲J-. 4.
 【※】櫛は、死亡煮を検系Lた埋合のみ'己λすること.

 ". 12揃は、詰当するものすぺてを言己載,'ること,)

 a癌染庫因,1惡争艇路(確定・1荏定)

 1 謝物・蚊,艶虫等からの感染〔勳物・蚊、・毘虫等の檀
 類・状況・

 2 モの他(

 別記様式4- 37~4-4 2 (略)

 6 当肢脅推業

 電話(

14

.

 得堀矩.也域(籠定
 1 日本国内〔
 2 国外(

 酔'卸也賊

 19 モの他感染症のま'河正の肪止厭び当赦者の医僚のた
 めに医師が必要と詔める宗項

推定
都道府県

国

 5. 13から 17柵は年僻、年月日を記コ、すること。
 (゛)拙は、怨者【確定例)を詑断Lた場合のみ記入すること,

ラ

 こ
の
届
出
ぱ
診
断
後
直
ち
に
行
゛
て
く
だ
さ
い
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年

批
上

)
)
)
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日
日
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B
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月
月
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月

年
年
作
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郵

症
状
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ー
ー
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 二
の
局
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診
断
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直
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に
行
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て
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だ
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)
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年
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成
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 別記様式5-1

 別記様式5-1

 都道府県知事(保健所設置市・特別区長)殿

 の規嵳により、以下のとおり届け出る.

 自怜の

 駆染(畠の予肪敏び感染症の患者に対する医療に聞サる法保第12条捌1項(問条第6項において準用する場合を含む、)

ア メ

1

 ・患者(確定恢)
 詩断(検案)した者住E体)の顛型

 ノ、

2

上

男

 1生別

赤痢

 ・感染掟死亡者の死体

4

 1】閥管アメや・バ症

 戸の

 ・下痢
 ・腹痛
 ・月于腫大
 ・胸1更炎
 ・その他(

 (※病院.診疫所に従宗Lていない医師に畠0ては、モの住所.電話番号を記戟)

発

3

の

 診断"の年齢φ歳は月齡)

"※)

病

生

 ・粘血便
 ・易動

 ・"干臆癌
 ・,0豪炎

5

届

 ・鏡裳による捌啄体の核出
 検休:僅・六"聶粘膜細總・肌傷漉・そaM也

 ・ELI$A」劃二よる病噴体杭啄の接出
 検休:便・才訊聨占^織・闇癌液・モの他

 ・検件卸ら圓妾のPOR怯による廟"頁体遺伝子の横出
 挨偉:便・大朋粘1財且継・狙傷液・モの他

)

 ・血晴抗偉の検出

 ・モの他の方法(
 検体(
 結果(

 歳{

 2)梯管外アメー1{窪

型

 ・Lぶり態・鼓#易
 ・右季肋音^
 ・腹1興炎

 ・大"鵬粘ヨ美異常所見

 カ、月)

報青

雉定
都道府県

伽

 (署名又ほ記名押印の二と)

肌

 別記様式5サ1

 「1

初診鼻同日
 詮断(検案(鞠)年月白
 感染Lたと推定される年月日
 先痢年月日(卑)
死亡年月日

E

年

 a^染原因・感染経路〔確定・推定)

 1 桜口感染(飲食物の種類.状況

 2 1生的接角主〔A.,密交 B,症口) t丁.同,主「H1 イ吊1生間
 不明)

 3 その他(

 感染煉因・感染軽詫.感染1也峨

 ウ.

月

 1, 2. 4. 6. 11鵬1ま諒当する暑号等を0で囲み. 3. 6から 10棚は年齢、年月田を記入する二と.
 【来)樹は、死亡青を検案Lた堪合のみ稔入すること,
 (卓)糊は、血者(確定例)を詐断Lた塀合のみ飽入すること,
 4,5糊は、球当ずるものすパてを記敢司'ること.)

日

 "恬己様式5,- 1

 別記様式5-2 (略)

平戒年月
 平成年.月
成

 都道府県知事(保健所設置市.・特別区長)殿
 感染症の〒防及び感染症の患者に封ずる医療に閣する法佳篤12条捺1項(同条第6垣において準用する場合を含む..)
 の規定により,以下のとおり届け出る。

 α^地域(確定
 ,日太国内(
 2 国外(
詳細地域

ア

メ

推定
 '砿倉府県

国

 ウ.

1

1

 ・届者(^例)
 診断(検業)した者住E蜘の類型

 医e市仂氏

 ノ、

2

 言己病r凸.診

性別

男

 1、

 市侶町村】

る

 ,馬染症死亡者の死休

痢

4

*

 ・.)

診

 1)腸質アメーパ症
 ・下痢

 ,腹痛
 ・';過王大
 、胸1旦炎
 ・その他{

発

 【必病院.診療所に従亭していない医師にあっては,その住所.電話番号を記戟)

 の一在抽(※)

0

 の名

)

 診断時の年齢 m簾は月僻)

生

病

 市区町キわ

粘血便
 ・疉舶

 ・肝盟惰
 ・1D襲炎

5

 ・鏡検にょる病啄体の検出
 検休;便・M昇粘^雄・膽癌液・モの他

(
 ・EU志A脚=よる病匝休,亢1雨の換出

 検休:便・六1零粘股組織・庫癌液・その他
')

 、・検休"、ら圓農のPCR怯による病匝休遺{去子の検出.
 接体:便・大開゛占膜矩轍・臓癌液・その他

 ,此膏抗休の検出

 ・その他の方伍'
 桟休(

 結果(

届

 耀(

 2)閥管外アメーバ症

聖

 , L':り腹・鼓1凱
 ・右牟肋舌"痛
 ・肢1具炎

 カ、月}

年

 (讐名又は記名押印の二と)

11

印

初診斥月日
 診断(縦案(脚)年月臼
 感果Lたと推定される年月日
尭捌年月日

死亡却月白  (崇)

年

 ιD感染億因・感榮紐路(確定,推定)

 1 経口感染(飲食物の樋類・状況

 2 1生的1妾触仏、1生交 B.経口).(ア.周1生ル1 イ.異^゛
 井噸月)

 3 モの他(

 悠染仰因,感染縫路・感染地峨

(1. 2. 4. 5
 (米)描1は、
(.)  r式

 4.5 掴は、

日

 別記様式5
15

 "棚は體当する番目等を0で囲み、 3.・6から 10棚は年齡.年月日を記λすること。
 死亡者を検案した場合0)み記コ、寸るこ.と。

 (珪定伊D を鯵断Lた嶋合の"記入すること.

.

 荻当するものずぺてを記駐すること,)

 ゙ f-

平成年月
平成

 1区成年月
平肌年月

 2 佃各)

確定

 '、

 こ
の
届
出
は
診
断
か
ら
7日
以
内
に
竹
0て
く
だ
さ
い
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鯵
断
力
班

)
)
)

日
日
日
日
日

佳
状

 日
.

診
断
方
怯
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の
届
出
は
診
断
か
ら
7日
以
内
に
行
勺
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く
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さ
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 別記様式5-3

 別記様式5-3

 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、'東部ウマ脳

 炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレ、」熱を除く。)

 都道府県知事(保健所設置市・特別区長)殿
 怒染症の予防及び感染症の患書1こ対寸る鑑疫に間ずる怯悼第12条第1項(問条筑6項において踊用する場含を含ど,).
 の規定により、以下のと詩り届け出る,

1

 ,恵者σ吉定例)
 診断(検案)した考幌体)の類型

医  の氏

 2 住別

上

男

 力痕慌休【
 2)拷庫休羊明

 ・感粂住死亡貴の死体

女

4

 (崇病腕・診係所に従幕Lていない賑飾にあっては、'その住所・電話番号を記載)

の

3

の

 ・晃熱・眼痛
 ・,童鍬・意1脚章害
 ・モの他(

 診断時の年跳(0鰻は月齡)

摺

 地'奨4

5

 歳(

 ・意謙障害症伴って死亡し,二者.また1=意出憧害を伴っ
 て24時問n止ス院した者のうち、次の之、寡.の少なく
 とも1つの症状を昆したことを確認
 (伽8麿以上の高軸、②何ら力ゆ中枢神軽症状、
達洗行感染症状
 ̂,代謝嘆患、脳血能陣杏、脳腫癌、外塩竿、
 明らか1冨^と1=異なる塙合は徐外する.)

型

 ・項部硬直 ・曜吐

 ,融唆超胞数の増加

 カ、月)

 市区曲件寸)

発生届

 号1垢己様式5 - 3

初診年月日
 診断α圭窯(*))年月日
 感染Lたと推定きれる年月日
 典病年真日(゛)
 死亡年月田(縦)

日

 (珊名又は記名押印のこと〕

 1ネ

f

 σ, 2,,4,石, 11植は餓当する番号等を0で囲み、き, 6 から 10糊は年畍、年月日をミ己ノ、寸ること.
 (来),柵は、死亡者を検築した場音の"記入すること゛
 (削)細は、患暑(確定伊D を診断した堤合のみ記コ、寸る二と咋
 4.5栂は、該当オるものすぺてを記戰オること.)

 d)感染豚因・感染経路(確定.゛住定)

年

 感染1票因・感柴經路・感染地域

 別記様式5-3

、

 飛沫・,熹沫掖感染(感染遁の樫顛・状況:

 経口感染(飲食1向の1重類・状況':
)

 棲触感染(接触した人,物の段甑・状況:

 r訓勿・蚊・昆虫等からの感染@1物・蚊・昆虫等の槿傾・

 その仙(

2

 急性脳・炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ

日

3

 脳炎、日本脳炎、ベネズヱラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)

4

 都道府県知亭(保健所設置市・特別区長)殿
 悲榮症の予防及び感染症の屈者に対寸る医療に闡する法律第,2条第1項(伺条第6垣において皐用寸る場合を含む,)
 の規定により、以下の七おり届け出る,

5

ノ

 倫田判也域(確定
 1 日本国内(
 2 国外(
詳細紬堆

゛

1

 ・'患賓(例)
 診断(検案)・した者(死休)の類型

推定
机迦竒県

国

 の氏

 僻詑染地域(確定
 1 日本国内(
 2 国外(
詳細地域

上詑

2

 )・

住別

男

番

 ・感染症死亡者の死休

 1)症原休(
 の病頂休不明

 市区田1キ寸)

女

※)

 診疫一斤の名

4

1

 (※病院・診療所に従事」ていない医肺にあっては、モの住所・鼈話番号を記戟)

3

 1在

 診断娃の年齢(0歳は月齢)

 ・発熱

 ・その他(

 (韮ι)

 ・張痛
 ・窟1制瞳害

5

 歳'(

 ・意1瑚豪霄を伴つて死亡Lた毒、または寒榔旦害を伴っ
 て24時閻駐L上λ院Lた癒0づうち、次のd功翻の少なく
 とも1?の崖状を呈Lたことを確趣
 (梯8度以上の高熱、偽飼ら力妨中枢神糎益状、
痘洗行感染症状
 【訓生癒崇、伏謝疾患、脳血管障害、脳血鞘、外惚等、
 明らかに感榮性七f=冥ナ'る場合は除外,る.)

型

 ・唱吐・頂部硬直
 ・聴献冊胞散の増加

 か月)

皆

発生届

日

 初診'手月日
 論断(検案(磐0)年月日
 感染Lたと推定される無月日
 発病年月日(*)
 死亡年月日(来)

 (暑宅又は陀名,甲印のこと)

11

 a怨染原因・感染綬路(破定・1佳定,)

 感染原医'惑染凝路・感染地賊

 (1, 2, 4. 5、"欄は該当する番号等を0で圓子,、 3. 6 から 10欄は年齢、年月日を記テ、司'る二と.
 〔※)栂は、死亡者を検案Lた場合のみ記入,ること.
 (坤)糊は、血者(確定例)を診断した場合のみ記入すること。
 4.5掴は、該当するもの司'ペ・てを1己載ずることD

月

1

16

 飛沫・浩;末披感艶(感染源の種顕・状況:

 経口忽染(炊館勿の慢類・拠兄;

 接霞感染(接触した人'物の程頭・状況:

 動物、蚊・昆虫等からの感染(動,勿・蚊・毘虫等の1献貝・
 状祝1

 モの他(

日

2

平腿
平成
平成
平成
成

台

4

5

 こ
の
届
出
は
診
鰯
か
ら
7日
以
内
に
行
っ
て
く
だ
さ
い

定
県
国

病

日
日
白
白
日

月
月
月
月
月

年
年
年
年
与

症
状

診
断
方
法

 一
、
の
届
出
は
訟
断
か
ら
フ
ヨ
以
内
に
行
0て
く
だ
さ
い

6
.
7
 
8
 
9
 
0

白
日
白
日
日

月
月
月
月
月

年
年
年
年
年

症
状

成
成
成
成
成

平
平
平
平
乎

診
断
方
法

B
 
7
 
8
 
0
 
0



 別記様式5-4

 男1」記樺式5-4

 都道府県知事(保健所設置市・特別区長)殿,
 感染症の予防及び悪染症の患麿に対寸る医療に関する法樟第12条第1項(同条架6項において軍用する堤含を含む,)
 の規嵳仁より.以下のと部り届け出る.

 クリプトスポリジウム症発生届

1

、

 ・患者(睦定例)
 詮断(検業)した者(死休)の頴型

 医の氏

上

2

性別

男

 ・屈染虚死亡者の死休

4

女

 ・肢病

 ・モ0)1也(

 (※病院・鯵療所に従亭Lていない医師にあ0てぱ.モの住所・電楯番号を・記載)

の

 0 診断鬪の年齢Φ歳ι本月齡)

の

5

 ・下痢
 ,免疫木全

 ,侵の錬検による病鳳休の検出

 ・恒中の病1系体抗噴の投出
 技査法価享素抗休法,イムノクロマト脚

 ・検休力、ら仙詫のPCR注による病恢休遺{丑子Φ検出
 接体:便・その他(

 歳(  抑、月)

年

白

 ,その{也の桂査屶患(
 検休(

 姑果(

i

.

平成

 (弔名又は記名押印のこと〕

11

 別記様式5-4

 別記様式5'4

靭診年月日
 診断唯^(舶)年月白
 感染Lたと推定される年月巴
 弗病年月日(*)
 死亡年月日(※)

 岐慈染鳳瞥・惑染経路(確定・推定)

 ,荘口感染{飲建物の1"巽・状況:

 2 水系感望(水の種顕,状侃:

 3 1亶紬怒染(接触した人・1勿の程蟹・状1兄:

 4 里抽・蚊・昆虫等から0)感染(助物・蚊・昆虫等の稚頴・状

 ξA,1生交 B.経口) 5 性的擢触
 (ア.問性悶イ.臭1生lm ウ.不明)

 6 モの他(

 感染原因・感染軽路・感染地増

 推定.)
都道府県

国

月

(1. 2, 4.
 (崇)犠は、
 (*)棚ぱ、
 4.5棚は、

日

 別記様式5-5 (略)

 .Ⅱ棚1=該当tる書号珂を0で囲J゛、3, 6から 10柵は年凱、年月日を記λすること,
 死亡者を検廩した場合のみ艶λする二と.
 患嵩(硫定例)を診断Lた場含のみ記入サること,
 談当サるものすぺてを劣己載すること.」

 都道府県知事(保健所設置市・特別区長)殿
 感染症の予肪及び感染症の患者に対ずる医療iこ関する法様第1空条第1項(同条筑6項において琳用する場合を含む。)
 の規定により、以下のとおり届け出る.

 (2晃染地域{碗走
 コ田本国内(

 国外(

2

 詳紬剛リ或

 ク.りプトスポリジウム症発生届

卓

 推定)
都道府県

国
1

 ・患者(陸定例)

医

 診断【^した者(

 の氏名

上記

 2 性別

る

男

 市区町村)

 ・感染症死亡者の死体

 号(築

 市区町村)

4

 診所の名

女

 ・脚布
 ・発熱
 ・そOX也(

 の類型

 の在地

 (※病院・診療所に従事していない医師にあっては、その住所・電証番号を記載)

 尋診断時の郊齢Φ歳は月齢)

5

 ・下痢

 ・免疫不全

 歳(

 ・便の鏡椥こよる病顕休の強出

 ・モΦ他の検査方法(
 検休(
 結果(

.

 か月)

月日 平成

 (署名又は記名押印のこと)

初診年月日
 診断{接案{蜘}年月日
 感染したと推定される与月日
 発病年月日(半)
 死亡年月日(※)

年

11

月

 慰染原因,感染経路・感染地域

 ゙ 狐染頂因・感染軽路(確定・1住定)

 1 経口題染(飲食物の1禽頬・物兄:

 2 水黒感染.okの種頗・状況t

 3 1妾触感染(1妾触した人・物の種顯・状況:

 4 勳物・蚊・毘虫等からの駆染(動物・蚊・艮虫等の〒亀類・状

 (A.1生交 B,経口) 5 性的接触
 (フ'.間性1訂イ.異1生1司  ウ,不明)

 6 その他(

 (1, 2. 4. 5, 11欄は蝕当する番号等を0で囲み、 3. 6から 10槻は年齢、年月日を記入すること.
 (※)欄は、'死亡者を検案した編合のみ記入すること.
 (卓)糊は、庫者〔確定例〕を診断Lた場合のみ記λすること、
 4.5鵬は、談当するものすべてを記駐すること.)

日

 別記様式5-'5 佃御
17

平皮
平成

乎成
早成
平成

 信感染1出(礒定
 1 日二太国内(
 2 国外(
詳細地域

 一
、
の
届
出
は
珍
断
か
ら
7日
以
憐
に
行
っ
て
く
だ
さ
い

)
)
)

白
日
日
日
日

月
月
月
月
月

年
年
珠
年
年

症
状

診
断
方
濫

 一
」
の
届
出
は
診
断
か
ら
7日
以
内
に
行
っ
て
く
だ
き
い

)
)
)

 日
日
日
 
B
 
日

症
状

月
月
月
月
月

年
年
師
年
年

竿成平成平成成

診
断
方
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7
 
8
 
9
 
0
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7
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0



 男1信己様式5 -・6

 別記様式6-6

 都道府県知事(保健所設置市・特別区長)殿
 感染症の予防及υ惑染圭Φ卑者に対する医探に閲オる法倖第12条第1頂(同条第6項において準用オる場合を含む'.)
 の規定にょり、以下のとおり届け出る。

 劇症型溶血性レンサ球菌感染症発生届

1

 ・泰青(碍^)
 1盆断{検案}した岩(死休)の頬型

 の氏

2

上

躬

性剛

 ・感染症死亡窯の死休

4

女

芙

 .シヨウウ

 ・肝不全・腎不全・急性呼吸窮迫症候群
 ・駄劃【t旦糧炎 ・DIC

 ・全舟1生栃旺性発痔・中枢神纏症状
 ・モ0?,1也(

ず

 (崇糊院・診療所1二従事し!Cいない医師にあ?ては、その住所・電話播号を記賊)

の

3

の

 齢断時の年齡Φ歳は月齡)

 ,゛)

5

 ・分離・伺定による病頂体の検出
 .裳体:血濱・特法・胸水・腹コK・生按岨織・手{村動」・

 壊死軟部粗織・モの他(

 歳(  か月)

 血'洞幹:A群・日群・0鮮・G群
 その他(  鉾】

 M墾:リT型男ι: M{  )型、 T (

日

 ・モの伯の検査方法(
 検休(
 鞘果(

 (箸名又は記名押印の仁と)

 別記様式5-6

』

11

印

初診年月日 平成年月
 静鮖(検案(来))年月日 平成年月
 感染したと椎定される年月白早成年月
 馳梱年月日(卓) 叩成坪月
 死亡年月日(米)平成年

 a)弼染味因・序艶軽路(赴陀,,圧定)

 1 野ど末,果沫核想染{慈染源の1重類・状況:

 2 糎口感染(献食物の1重顛・状況:

 3 ,妾触感染(1凱虫Lた人・物の1里類・掬兄:

 4 劃傷感疑御応の部位・状況

 5 モの他(

 耶染原因・感染軽路・勲榮,也t住

 (1. 2. 4, 5,口桐は諒当する暑号等を0で囲み、 3. 6から 10欄は年齢.年月日を記入ずる二t、
 (縦)期は、死亡貴を検案した場合のみ記入すること.
 (.)梅は、患考(確定例)を診断した場合の;゛記入ずること.

 4.5榔ば、舷当する屯のすぺてを記戴寸ること.】

 月1」記様式5 -6

 別記様式5-フ(略)

 )型

 都道府県知事(保健所設憧市・特別区長)殿
 怨染症の予防及び感鰻症の患肴仁対する医mに閏する怯律第12条第1垣(伺条鮪6項において皐用寸る場合を含む)
 の規定により、以下のとおり屈け出る.

 (2逓染州厳(確定
 1'日本国内{

2 ,

詳舶脚或

 劇症型溶血性レンサ球菌感染症発生届

推定
都道府県

国

T

 、患者(確定伊D
 診鰯(検系)した者仔E体)の顛型

 医'の

 2 性別

上己

名

用

る

 市区町村)

 !感曼莚死亡者の死休

4

女

 .シヨツク

 ・肝不全,・腎木全  ・急性呼吸窮'白金候群
 、軟舌儲目總炎.DIC

 '・全謝生紅班性発疹・中枢神紐症状
 'モの他(

 (※病院・診燦所1二従亭Lていない医宕る1早あっては、その住所,電話番号を記瓢)

 の戸

B

の

 詐断時の年齢(0燥は月鮴)

炎

5

 、分離・伺定にょる病鳳休の検出
 検休二血液・壊チE獣割岨織・モの他(

 血清群.A群・B聨.C群.G黙
 モの他(  司羊)

 M聖ノT聖吊11: M 【  )型、 T (

 .ノ

 魚(

」

 カ、月)

呈普

子

日

 ・その他の検査方法(
 検休{
 結果(

 (署名又は詑宅押印の二と)

初診年月日

 断(検案(※))年月日
 感染Lたと推定される年月日
 発病年河日.【*)
 死亡年月ヨ(※)

 1コ

 Φ惑染匝因・感邦蛭路(確定・,佳定)

 1 ,形末・療沫キ亥感染(感染源の橿類・状況:

 之籍口感染(畝食物の釋類・状況:

 3 .1妾駐感染 G壹触しナニ人・,勿の秘類・状況:

 0 創傷感染(創傷の部位・那兄:

 5 その他(

 感染陳因・感染経路・感染地域

 ロ, 2. 4. 5. 11崩は註当ヰる委号等を0で囲み、 3' 6から 10柳は年齢、年月日を記入すること。
 (※)概"字、死亡者を検案した場合のヨ゛舌己λ寸ること.
 (゛)棚は、'燃庸(碓定俳)を診断した場合の"記λすること.
 4、5欄は、准当寸るものすぺて表言己敢寸ること,)

 別記様式5-フ(略)

日

 市虹町村)

」

18

 )聖

平成年月
乎成年月
芋成年月
平成年月

」

 信怨段地域(石彫邑
 オ日井^内(

 2 国外(
詳綿地域

 一
、
の
届
出
は
診
断
か
ら
7日
以
内
に
行
っ
て
く
だ
さ
い

 趣
,.

)
)
)

日
日
日
日
日

症
状

診
斯
方
怯
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の
届
出
は
診
断
か
ら
7日
以
内
に
行
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て
く
だ
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 別記様式5-8

 分ι記様式5-8

 都道府県知事(保健所設置市・特別区長)'殿

 の規定「こより、以下の七おり届け出る.

の

 感染金の予防及ぴ感染佳のm者に就り、る医廐に閲寸る怯律第12条第1項(問魚節6項において皐用する嶋合を含む)

 ジア'ルジ'ア症発生届

1

 ・愚者(確定例)
 紗断(検軍) Lた者(死体〕の類型

 2 '性男11

上己

甥

る

 ・感染症死亡雪の死体

4

.

女

 ・腹儕向、→虫感
 ・胆管炎
 ・その弛(

詐

 (来痢院.診疫所に従亭Lていない医師にあっては,その住所.電話番号を記戟)

 尹の
の

 8 1章断時の年齢(0飽'式月齢)

5

 ・鹸櫨による病原休の検出
 検休:便・十二す繊葛液・.旦ニト・その他(,

 ・下幣
 ・胆恐坐

 堤【

、

 ・癌原体捌系の検出
 検体:便・・十二指鵤漉・胆1+.モの他{

 検査注価享米抗体法、イムノクロマト班)

 .検体から値接のPCR怯にょる病厚体這伝〒の諭拠
 検体;便・十二指賜液・胆汁・モの他(

 ・モの地の桟査肯法(
 犠休(
 粘果(

 か罰)

凹

 (暑名又は詑名押印のこと)

1π

 別記様式5-8

年

 (工駆染啄因・感染握路(確定.1蛇定

 1 経口忍染(飲食物の種顯.状現:

 立コX系邸染(水の,呈頴.状悦

 3 1恕勺t妾触(A.,生交日.経口)
 {づ'.同1生r゛イ.興性r釘

 4 モの他 f

 感染源因・感染軽略・1医染1削或

 推定)
 郁随府県,

国

初診年月白
 診断{^(来))年月日
 感染しナ=と推定される与月日
 典病慨月日,{.}
 死亡年月日(米)

日
 a. 2. 4゛'5, 11欄は該当司'る番号等を0で囲み、 3. 6から 10抽は'〒齡、年月Bを章己入する二と.
 t鞭)梱ぱ、死亡者妄論案」た場含のみ記λ一.ること,
 (章)裸は、  (確建例)を診断Lた嶋合のみ記入すること。
 4.5欄は、該当するもの,゛ぺてを記載オる二と。)

 別記様式5-B

 別記様式5- 9~5- 14 (略)
、

 市区田附)

 壱壊染地域(硫定
 '・1 日本国内【
 2 国外【

詳細地賊

 都道府県知事.(保健所設置市・特別区長)殿
 感染症の予訪及び感染症の血者に封する医疫f=聞ずる法律第12条第1墳(同条箕6項において軍用する場合を含む.)
 の規定により、以下のとおり届け出る.

 ウ.不明)

 推定、)
令冊首府県

国

 ジアルジア症発生届

 ・患者(る皇定例)
 診断(検案)した者幌体)・の類型

 市区田井寸)

 B の氏名

上

ずる

 2 住別

男

 院,診

 ,感!尭症死亡者の死体

 (炎

4

女

 ・腹音閏{t夫愚
 ・胆管炎
 モ0X也(

 ,の

の

 【※病院・診疫所に従亭していない医飾にあっては、その住所.傑話番号を記載)

 3 診断時の年齢(0壊は月僻)

在  (来)

5

 歳(

.

 ・下痢
 ・胆毒炎

J

 ・鵡検による病原体の検出
 検は:煙・+二指謁液・"墜十・その他【

報告

 か月)

 ・モの他の検査方法(
 検体(
 結果(

 一.

日

 1培名又は記名押印の二と)

初診年月日

 診断〔検禦ι蜘)'年月日
 感章したと惟定される却月日
究病卑月日
死亡年月日 ζ※)

印

1 1  惑争原因・感染経路・感郷也域

 a浪染原因・感染経路{確定・1腕

 1 経口悪染(飲食物の短類.状況:

 2 水叛感染 OKの1重類・状況;

 3 住Bり1妾触(A.住交白.経口)
 (ア.問1生r.イ.異1生r.

 4 モの他(

月

 0' 2' 4. 5, 11棚は該当サ'る番号等を0で囲み.き, 6から 10櫛は年畍,年月日を記入する二と,
 (縦)柳は、死亡者を検案Lた場含の"記入する二と,
 (゛)榔は、血者(確定仰D を診断した嶋合のみ記入司、ること.
 4.5欄は、舷当ずるものす、ぺてを記賊する二と、)

日

 別記様式5- 9~5- 14 (略)
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平成
平成
平成
平成

平成

 乏詑染地域(確定
 1 日本国内(
 2 外(

詳矧也域

 ウ.ηてヨ月)

 こ
の
届
出
は
診
断
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ら
7日
以
内
に
行
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臼
日
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内
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だ
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 別記様式5

 男耳記様式5-1 4-2

14

 都道府県知亭(保健所設置市・特別区長)殿

 感染症の予防及び感染症のm青に封す.る医療に閲する怯樟筑,2条鷲1項【同条第6項において準用する場合を含む.)
 の規定により、以下のとおり届け出る.

 ・患者【確定例)
 訟断〔検案) Lた者^休)の

上包

住別

 1)接査診断防11、

 ・感染佐死亡者の死体

 ・発疹・鼻熱
 ・聞飾痛・11「師炎
 ・モの他(

 モの他(

 〔※病院・診俸所に従剛Lていない医師にあ0ては、モの住所・電話番号裂鵡粧)

 珍断"の年齢(0糞は異酌)

 即笥床診也1守'

 '分雜,問定による痢原休の撞出
 検体二,り田頭1式い波・血夜・織液・原・

 その他('
 ・検休力、ら直按のPOR法による拙原体遣伝子0)検出

 体: 0唾責1式い液・血液・罷衰・尿・
 その他(

 ,血鴇1耳M抗休の換出
 ・ペア血'膺での抗休の換出

 鮎集:抗体陽r拡・抗休価の有意上昇
 ̂方庄.日A "1 その他(

 ・モの伯0コ按蛍方法(
 投体(
 結果(

 .・血床決定(

 ・りンノξ節^
 ・血,1嘔減少性紫斑捌

 鯉(  カ、月)

 ・脳炎

 別記様式5

 【紹名又は舶名押印の;と)

 か月)

 初診年月ヨ
 論鰯【検軍(滑)年月日
 感染Lhと推定される年阿日
 馳痢年月日(*)
 死亡年月日(来)

11

 蜘風しん含利0クチン接1亘涯
 (歳)・無・π=明 '1 回目

 のウチンの1重顯(風Lん単,亢1京・ MR ・ MMR ,不明)
 抽績年月日ι S・H 年  日・、)
 ゙ 1造^/Lok番号(  .η=明)

 (歳)・無・ 2回目 不明
 ウウチンの1里類〔田Lん単抗匝, M尭・MM尺.不明)
 種年月日【 8 ・ H  白、羊朗)年月

 製造会キνL01番号(  ・キ明)

 d癌榮啄因・感染軽蹄(確定・,此定、)

 1 飛沫・飛沫拡感皐、(感染漂の舶類・状況:

 感染価因・感塗栂路・感削也雌

 ん発生届

 (1, 2. 4. 5, 11棚は該当寸る番号等を0で冊み、 0, 6力、ら 10拙は年酢.
 (米)棚は、死亡妻を検案した塙音のみ記入ずること、
 (坤)棚は.血者(確定例)を診断Lた場合のみ記入すること.
 4,5撫は、詰当するもの寸ペてを鵡賊剛、る二と.)

物診年月日  平成年'月
 診断,(検案(蜘)年月日 平成年
 駆染Lたと推定される年月日,平成'畢月
 発捌年月日(*) 平盾与月
 死亡年月日(※)平

 1・ 4

 拙祉感染け妾触した人・物の秘類・状況1

 月1恬己様式5 - 1 4-2

 ・脳炎

 市区町村)

平成
早成

工戸成

平成

平成

 (署名又は記名押印のこと)

 モの他(

 推定) 也賊(佳定
都道府県  市区田井寸)日

 国外( 国

2

詳細地域 )

 イΦ風Lん含有ワクチン接f里座
 1回自有(  趨),.無.司ミ明

 ワウチンの揮,貢^しん単1亢1菓・ MR 'MMR ・不明)
 楼種年月白(8・H 年月  日.司=明}
 隼U豈金,土ノL6 を価号'{  .司ミ明)

i

 触)・無,ηミ明 2回目膚(

 ワクチンの楓類鳳しん単,亢1系・ MR ・ MMR .不明〕
 接極年月日( S ・ H  日,不明}年  月・
 製造金社,L0を看号  .司て明)

11

 一2

 年'月

 都道府県知事(・保健所設置市・特別区長)殿

 感染症の〒防及び恩染症の懲考に封する置療に関ずる怯揮篤,2条第1項(同条鮪6項において皐用する場合を含む')
 の規生によ 1゛.以下のとおり届け出る.

 〔i癒判頑因・悠染経路(確定.,性定)

 1 景沫・飛沫按感染(感染源の程類・掛兄1

 感染慌因・愚染纒路・感染地域

 ん発生

 0.?. 4. 5.訂欄は訣当する挺号等を0で囲゛'、き. 6 から 10欄は年齡、年月日を蛇入する二七.
 〔楽)怖1は、死亡青を検寛した堤合のみ記ノ、すること。
 (*)欄は,患肴(諸定仰D を診断した場合のみ詑入寸る二と・.

 4.5婚1才、談当寸るものすべてを記職すること。)

庫侵年日

 ・患者(^4)
 診断(検案) Lた舌(死体)の類型

 の氏

 卑月白を言己入寸る二と.,

上己

 1生'別

20

 捜他感染(;獣虫Lた"1、・物0)桶系・状況:

 1)1曇査診断伊1、

 ・感曼症死亡者の死休

 【斐4]

 ,発痔・発.

 ・関節痛・関節炎
 ・その他〔

 (※桐院・診療所に従事していない医飾にあって1*,モの住所.電話母号を記駐)

の

 一2

 在地(来

 診蛎時の年齢Φ綴ぱ月酢1

 2〕眼床診断伊1

 ・分融・同定による病億休の検出
 ,限頁批い濯・血往・盟液・その他{

 ・検休力、ら直擡のPOR注による病原休遍イ云子の松出
 'P囚頓1式い液,血液・慥液,モの他{

 ・血情1,ιM杭体の検出
 ・ペア血青での杭体の検出

 姑果:抗体剛幸孟・航体価の者盡編昇
 1寅^法: EIA H1 モの他(

 ・その他の検査方法{
 検休(
 結果(

 ・凱床決定(

 ・りンバ節き畳脹
 ・血,」畔丘減仙『生黙斑夙

 豊{

破定推定.



 別記様式5

 1.麻しんに0いてぱ、診断を行つた医飾ぱ7日以内に胤山をLていナ=だくこととな0ておりまー'が.麻しんに対サるよ
 り凪泣な行政対応に責サるため、麻しん症蝕断Lた譲怖は24時間以内を目舶に最寄りの保惚斯ヘの届出安行っていた
 だくようぉ廟いし案サ'.

 皇,臨床1章断例{=ついてほ.屈出後で畠つても可能な限り換憲診断を実.施し、その.古果に?いて最寄りφ探億所に噸借L
 おし、, し、

1 4 - 3

 別記様式5-14-3

 都道府県知事(保健所設置市・特別区長)殿
 感染虚の〒肪及び感染症の血者1こ対ずる医療に聞サる法偉寛1
 の規定「忌より、以下のとおり届け出る,

,

 ・恩き(確定例)
 姑断(1貪棄) Lた宥(死休〕の類型

 1)麻Lん(接逸舗断例)
 3)修飾庭Lん(換査診断例)

0)

 ・"熱(月日出堺)・咳・鼻lf ,輔戚充血
 眼脂・=プリッケ斑・尭疹('月日出現),肺奥

 、井嶋炎.ク1L一づ'.脳炎【急イ'i.炎の届出中寡炎

 鳥才3無いします).その{也(

 司'

 ・駆染窪宛亡客の死休

5
 咳佐枯畢去窒_め実施Lたもの全て記載Lて下さい.

」

 (ア)分融・囿定による病瞭休の愉出
 検体:咽頭拡い液・血吹・髄,催,尿・モの他(
 検休採取日( 同 日

 ゙ 宴凱{,島性・陰性}
 遺伝〒型二(

 (イ)挨休から直1登のPCR怯による痢航体通伝子の検出
 杭体:則頭1式、、波・血.夜・髄液'軍・モの{也(
 桟体探取臼( 月 ヨ
 帖具(陽性・陰1生)
 遺伝子型:(

 (ウ)血」青」'M杭体の検出
 検体解取日( 月 日

 轄果(陽1主・陰性・判定保Ⅷ)
 杭休価二【

 (エ】ペア血:骨での抗体の検出
 検体採取目(1回目月日 2回目月
抗体価  ( 1国目  2回目
 繍某.抗体ネ凱Ξ・抗休価の有念上砕
 キ黄^怯. EIA 、 HI , Nr . PA .モ0X也(

 材つモの{也の愉査力法(
 検体(
 推体探取日( 貝 日

 結果(

 (カ)地床快定{

^

 (来病院

 2)麻Lん^床診断仔')

 7冴の

 診療戸斤に従亭Lていない医節にあ0ては、

 之条焦,項(固条篤6項1=おいて準用サる場合を含む.)

 dノ怒染砺因・感,0経距(確定・推定)

 1 飛ミキ・飛妹按感盤(感染源の1重蕪・状,兄

11

之

 (1怨染啄因,感,赴怪践(確,宅.1償定)

 1 荒i末・兎舵槙感染{感染ヨ直とな・コた肝痔怨暑.状況:

 2 t金触感染{感染源となウた応痔愚暑,物の獲甑.状1兄:

 3 モの{也(

男

 感染原田・雁染性路・雁染地峡

 {生月1」.

 感鳧啄因・感染経路・惑染地域

白

白

f

 署后又1*え己名押印のこと)

女

 (工 2. 4. 5.Ⅱ棉は該当する番号等を0で囲み、 3. 6から 10糊は'写僻、与月日を記入する二と。
 (来)欄は,死亡暑志旗案した堪合のみ記J、ずる二と.
 (申)楓ぱ、患青(確定杯D を紗断した堀合のみ記1、する与と, 4.5榔は、悲当寸るものずべてを記雌サること,)

 呂1婚己様式5 - 1 4 '・3

 モの住所・電告舌曇号を記駁)
3

 別記様式7- 1~フーフ佃御

 紗断時の年軸Φ雌ぱ月伽)

 俄瑞染地械(確定  推定)
 オ日本国内て 拍道府県  市区町キカ
 2 国外( 国

言業細地域
渡弁寛期間

 慎羽秉Lん含有ワウチン接1里1至
 黛)・郷・'不明 1回目有.【

 ワウチンの,臣頚(麻Lん単抗1笊・ MR ・ MMR .=F明)
 樓世年月日( S . H 年月  日,司τ明)
 糾造会壮i,L0 ミ批号(

ノ

 ・不明)
 2回目有【  ・無・千明

 0ウチンのキ重類併革しん半1式原・ Mn ・MM尺・不朋)
 ,妾程年月凹( S,・ H 年月  白,不明)
 製造金ネ1/、Lo k番号(  ・不朋)

/

 でみ、力鬼、コ
 (崇)柵は、充亡毒を桟案Lた塙合のみ記入する二とー
 ι.).窒t=、雄岩【^定例)を診断Lた嶋合のみ記コ、するごと.

2

 1嵳触感.染(キ窒触Lナニ人・物の糎類.状況:

 呂1婚己様式7 - 1~フ-4 (略)

 躯(

1

21

日

3

 カ、月)

 平成年,月
 '平成抹月
平成年
平成年月
平成年月

 男1」記様式5- 1 4ーゴ

 その他(

 日)

 都道府県知事(保健所設置市・特別区長)殿

 感染症の予防及び岳染虚の脚者に対する偲療に関ずる法保鋸1'2条第1項(伺条第6項に船いて準用ずる堤合を含む,)
 の規定により.以下のとおり届け出る"

 燿感染地域(確定 推定
 1 日本国内( 都道府  市区田井才)
 之国外(

詳細地域

 OX非Lん含省ワウチン1斜亜旺
 1回目有(  黛)・無.ヨ=明

 ワクチンの暄類(麻Lん単抗啄・MR ・MMR ・羊明)
 接牲年月日( 8・H 卑月  日:ネ明)
 製造会社/L0 τ弼号(

ノ

 .え=明}
 ユ回目有(  歳)・無・不明

 ワクチンの橿垣(麻L'J単,亢匝、 MR . MMR .司寺月)
 接種年月日( 5 ・ H  日.訊=明)年月
 鼎迄金抽iLo r番号(

/

 ・司=明)

 ゙ Ξ

初診年月日
 診断(抽禦(懈))年月白
 感染Lたと推定される年月日
 兜病年月日(*)
 死亡卸月日(*)

麻

1

 ・申者(硫定例)
 詐断(検累) Lた者(死休)の顛型

し

 日'己 ^ 号

 4.5擢11才.^当サるもの剛一ぺて在詑戰り'る昌と,.)

 'の圧

2

男

 ,上

J

住別

 'ノ

 1」麻しん(佳査1盆断凱)
 0)修茄Ⅱ羊Lん(1粛圭詐断{列)

る

 ・感染住死亡暑の死体

女

4

発

X

 ,馳熱  ・ 0宮  ・昂汁
 ・コヅリック玖1 .発痔
 ・鵬出、・ウノLープ

 ・モの他(
3
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